
1 当組合の適格請求書発行事業者番号について 

T8200005001032 

 

2 対応方法等について（注：画像は開発中につき、実際の仕様と異なる場合があります） 

①はじめに（家畜の所有者の事前登録） 

家畜の所有者から提供を受けた適格請求書発行事業者番号（以下、「インボイス発行事業者」という。）等を

セリシステムのマスターデータへ事前登録を行います。この際、（元々顧客登録のある）販売者に対して、販売

委託元である農家（家畜の所有者）を枝番号として登録します。 

 

②（市場開催日当日）出場牛一覧の配布（点線内：インボイス発行の可否の通知（対象者は○を付す）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③電光掲示盤での明示（点線内：インボイス発行事業者である旨の通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④伝票での明示（点線内（購買伝票抜粋）：枝番号及び牛の所有者のインボイス番号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 要 

 

 

インボイス制度への対応についてのご案内 

家畜取引 

手数料 
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